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企業を活かす

地域経済を支える

雇用を守る
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＜計画的に事業承継を行わないと・・・＞
○　親族内紛争の発生。
○　後継者が育っていない。
○　取引先等との信頼関係が維持困難、金融機関からの返済要求。
○　相続税等の負担、自社株式、事業用不動産の取得等に必要な資金が不足。

１．事業承継の重要性１．事業承継の重要性

　日本経済を支える中小企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の
確保がますます困難になっています。
　対策をせずに放置していると、いざ事業承継という時に、相続を巡ってもめ事が起きる、
後継者が経営ノウハウを知らない、取引先・従業員の信頼を得られない、といった問題が生じ、
最悪の場合、廃業に至ってしまいます。
　そのような事にならないためにも、事前に、後継者の候補者を見つけ、その候補者を
育成し、徐々に経営権を移していくといった計画的な取組みが大切です。

出典：「事業承継実態調査報告書 ( 平成 23 年 3 月）」( 独）中小企業基盤整備機構

先代経営者から事業を引き継ぐにあたり苦労した点はありましたか。
（複数回答）

0% 10% 20% 30% 40%
経営力の発揮

金融機関からの借入
取引先との関係の維持
一般従業員の支持や理解
金融機関との関係の維持

株式の買い取り
相続税、贈与税の負担
役員や経営幹部の支持や理解
親族間の相続問題

事業用不動産の買い取り
その他

特になかった
無回答

35.8%

24.7%
24.7%

19.3%

19.1%

10.2%

10.1%

9.1%

6.9%

2.9%
4.3%

4.1%

26.3%
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２．事業承継を進める手順２．事業承継を進める手順

　事業承継を円滑に進めるためには計画的に準備をすることが重要です。
　以下の手順を参考にして検討してください。重要な手順（※印）のところは、次ページ
以下をご参照下さい。

事業承継計画の立案

承継の方法・後継者の確定

事業承継計画の作成

中長期の経営計画に、事業承継の
時期、具体的な対策を盛り込んだ
もの

現状の把握

※３．現状の把握（３ページ）

※４．事業承継計画の作成（４ページ）

①会社の現状（ヒト・モノ・カネ）
②経営者自身の資産等の現状
③後継者候補のリストアップ

※５．事業承継の方法（１）…親族内承継（５ページ）

※６．事業承継の方法（２）…従業員等への承継（６ページ）

※７．事業承継の方法（３）…第三者への承継（６ページ）

１．関係者の理解
　①事業承継計画の公表
　②経営体制の整備

２．後継者教育
　①社内での教育
　②社外教育・セミナー

３．株式・財産の分配
　①株式保有状況の把握
　②財産分配方針の決定
　③生前贈与の検討
　④遺言の活用
　⑤会社法の活用
　⑥その他手法の検討

１．関係者の理解
　①事業承継計画の公表
　②現経営者の親族の理解
　③経営体制の整備

２．後継者教育
　①社内での教育
　②社外教育・セミナー

１．M＆Ａに対する理解
２．仲介機関への相談
３．会社売却価格の算定と会社の実力の磨き上げ
４．M＆Ａの実行
５．ポストM＆Ａ

３．株式・財産の分配
　①後継者への経営権集中
　②種類株式の活用
　③ＭＢＯの検討

４．個人保証・担保の処理

具体的対策の実行
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出典：「事業承継ガイドライン (平成18年 6月）」事業承継協議会 事業承継ガイドライン検討委員会
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３．現状の把握　～事業承継計画立案への第一歩～３．現状の把握　～事業承継計画立案への第一歩～

　事業承継計画を立案するにあたっては、まず最初に会社をとりまく各状況を正確に把
握することが必要です。
　主に、次のような各状況を正しく認識する必要があります。

（参考）相続財産の評価・相続税額の試算等　
相続財産の評価・相続税額の試算・納税等については、中小企業庁発行の小冊子
「上手に使おう！中小企業税制 48 問 48 答 ( 平成 23 年 12 月改訂版 )」
（p.57 ～ p.65）をご参照下さい。

現状の認識

（２）経営者の状況

①保有自社株式の現状
②経営者名義の土地・建物の
現状
③経営者の負債・個人保証の
現状
　
     　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　等

（３）後継者候補の状況

①親族内に後継者候補がいるか
②社内や取引先に後継者候補が
いるか
③後継者候補の能力・適正は
どうか
④後継者候補の年齢・経歴・
会社経営に対する意欲はどうか　

　　　　　　　　　　　　　等

（１）会社の状況

①会社の資産・負債の状況
②損益、キャッシュフロー等の現状
と将来見込
③会社の競争力の現状と将来見込
④従業員の数、年齢等の現状　　　等

（４）相続時に予想される状況

①法定相続人及び相互の人間関係・
株式保有状況の確認
②相続財産の特定・相続税額の試算・
納税方法の検討
③従業員、取引先等の反応　　　　等

-３-
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４．事業承継計画の作成４．事業承継計画の作成

　事業承継計画とは、中長期の経営計画に、事業承継の時期、具体的な対策を盛り込んだも
のです。
　具体的には、
　１．事業承継の概要　後継者の確定、承継方法、承継時期 等
　２．事業の中長期目標　経営理念、事業の方向性、将来の数値目標 等
　３．事業承継を円滑に行うための対策・実施時期
　　　　　関係者の理解、後継者教育、株式・財産の配分 等

事業承継計画作成のための整理の一例

出典：「事業承継ガイドライン20 問 20 答 ( 平成 18 年 10 月）」中小企業庁

１．事業承継の概要
    現経営者
    後継者
    承継方法
    承継時期

中小　太郎（60歳）
中小　学　  （30歳）：太郎の長男（現在、Ｔ社従業員）
親族内承継
７年目に社長交代

３．事業承継を円滑に行うための対策・実施時期
（１）関係者の理解
①家族会議で、学を後継者とすることを決定（実施済）。
②社内の役員・従業員に学を後継者とする旨を公表し、事業承継計画を発表（２年目）。
③金融機関・取引先企業（Ｓ社等）に学を後継者とする旨を告知（５年目）。
④学を、取締役（１年目）、常務（３年目）、専務（５年目）、副社長（６年目）とし、
　段階的に権限委譲。
⑤Ｂを取締役に抜擢し、Ａに引退してもらうことで役員の世代交代を図る（３年目）。
⑥学の社長就任後、太郎は会長（７年目）、相談役（９年目）としてサポートを実施。
　10年目に完全に引退。

（２）後継者教育
①Ｓ社での他社勤務（実施済）。
②社内での配置：Ｙ工場（１年目）、Ｚ工場（３年目）、本社営業（５年目）、本社管理（６年目）。
③商工会議所・商工会の「経営革新塾」への参加（２年目）。

（４）その他
①信頼のおける弁護士のＤ氏と任意後見契約を結んでおく（５年目）。

（３）株式・財産の分配　
　　（イ）基本方針
①後継者以外の相続人の遺留分は、花子：４分の１、梅子：８分の１
　株式価値の上昇を見込んで相続開始時の相続財産を４億円と仮定し、花子に自宅（１億円）を、梅子に預貯金
　５千万円を相続させることとし、株式（２億円）及び預貯金５千万円分は学に取得させる。
②会社法の規定を活用し、株式の分散防止に向けた制度整備を行う。

　　（ロ）具体的な対策
①相続人に対する売却請求に関する定款変更を行う（１年目）。
②財産の分配方法を記載した公正証書遺言を作成する（１年目）。
③学に取得させる株式（80％）のうち、60％分は生前贈与する。具体的には、暦年課税制度（１～６年目、
　５％ずつ）及び相続時精算課税制度（７年目、30％）を組み合わせて実施する。
④学が過半数の株式を保有する７年目に、重要事項の拒否権を有する「黄金株」を発行して太郎に割り当てる
　（７年目）。当該「黄金株」は、太郎が引退する10年目に会社が取得し、消却する。
⑤会社による自己株式の取得：Ｃの株式５％（２年目）、Ａの株式５％（Ａが引退する３年目）。

２．経営理念、事業の中長期目標
経営理念
事業の方向性
（経営ビジョン）

将来の数値目標

適正規模で、全員参加の、高品質経営。
・三つ（雇用・設備・債務）の適正規模化を図る。
・現在の主力商品のマーケットシェアを一層拡大する。
【現状】　【５年後】【10年後】
売上高　　　８億円　→　　　９億円　　→　10億円
経常利益　３千万円　→　３千５百万円　→　４千万円

-４-
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５．事業承継の方法（１）・・・親族内承継５．事業承継の方法（１）・・・親族内承継

　親族内承継は、後継者を早期に決定し計画的に準備できること、内外の関係者から受け入
れられやすいこと、などのメリットがあります。
　他方で、以下のような課題がありますが、それに対処する方法をご紹介します。

①　親族内に適切な後継者がいるか。
　　会社の資産、経営状況等を明確化し、後継者候補と意思疎通を図ることが重要です。
　適切な後継者教育も不可欠です。

②　複数の相続人がいる場合に、いかに相続紛争を回避しつつ経営権を後継者に集中するか。
　　a）贈与・遺贈の活用
　　　後継者以外の相続人の遺留分問題を解消・・・経営承継円滑化法の「民法特例」の活
　　用 (パンフレット『事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』参照 )。
　　b) 会社法の活用
　　　株式を相続した者に対し会社から株式の売渡請求をできる旨定款を変更。
　　　　※　会社が株式を買い取るための資金については事業承継に係る金融支援措置があります。
　　　　　　　（パンフレット『事業承継における融資・保証制度』参照）。

　　　後継者以外の相続人に、議決権制限株式を取得させる旨遺言する（但し、遺留分に注意）。

③　事業承継に伴う贈与税・相続税を支払えるか。
　　経営承継円滑化法の認定を受けた場合には贈与税・相続税の納税が猶予されます。
　　（パンフレット『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』参照）。

④　後継者は、会社債務について、現経営者と同様に、個人保証や担保提供を求められ
　ることがあります。
　　現経営者は、事業承継に先立って、できるだけ会社債務の圧縮を図り、後継者の負担
　を軽減するように努めることが大切です。
　　また、個人保証や担保提供について疑問を感じたら、弁護士等の専門家に相談すること
　が有益です。

　　※日本弁護士連合会 ひまわり中小企業センター
　　　  TEL：0570-001-240( おおい！ちゅーしょー！ )　
　　　  http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html

-５-
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６．事業承継の方法（２）・・・親族外承継①（従業員等への承継）６．事業承継の方法（２）・・・親族外承継①（従業員等への承継）

７．事業承継の方法（３）・・・親族外承継②（第三者への売却）７．事業承継の方法（３）・・・親族外承継②（第三者への売却）

　従業員等への承継は、会社の内外から広く候補者を求めることができ、特に社内で長期間
勤務している従業員に承継する場合は、経営の一体性を保ちやすいメリットがあります。
　他方で、以下のような課題がありますが、それに対処する方法をご紹介します。

①　後継者となる従業員等に、現経営者が所有する株式等を買い取る資力があるか。
　　経営承継円滑化法の認定を受けた会社の代表者個人（後継者）が、自社株式や事業用資
　産を買い取る場合、日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫の低利融資制度が利用できます。
　　会社又は個人事業主については、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠で保証が受けられます。
　　(パンフレット『事業承継における融資・保証制度』参照 )

　身近に後継者に適任な者がいない場合でも、広く候補者を外部に求めることで会社を存
続できるとともに、現経営者が株式等の売却の利益を得ることができます。
　他方で、以下のような課題がありますが、それに対処する方法をご紹介します。

①　希望の条件（従業員の雇用、売却額等）を満たす買い手を見つけることができるか。
　　全国４７都道府県に設置された「事業引継ぎ支援センター」で、売却の相手探し、交
　渉の進め方、手続等について無料で支援しています。
　※全国の事業引継ぎ支援センター：http://www.chusho.meti.go.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　　　 zaimu/shoukei/2011/110630HikitsugiMadoguchi.htm

　

②　会社を購入しようとする第三者が現経営者が所有する株式等を買い取る資力があるか。
　　６．①と同様の金融支援が受けられます。

-６-



（参考情報）
総合的な情報はこちら　
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
　　（独）中小企業基盤整備機構は、中小企業の事業承継を総合的にサポートしています。
　　→（独）中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部 事業承継・知的資産経営支援室
　　TEL：03-5470-1576　http://www.smrj.go.jp

中小企業基盤整備機構のＪ－Ｎｅｔ２１「事業承継ポータル」
http://j-net21.smrj.go.jp/well/shoukei_p/index.html
中小企業庁のホームページ　http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html
（相談先一覧）
各事業承継対策には様々な方策があることから、各専門実務家等に相談することが有益です。

税理士
　　税理士は、顧問税理士等として中小企業との関わりが深く、税務面はもちろん、企業経営に関
　する総合的なサポートを行っています。
　　→日本税理士会連合会　TEL：03-5435-0931( 代 )　http://www.nichizeiren.or.jp
弁護士
　　弁護士は、事業承継に関するサポートをはじめとして、あらゆる分野で中小企業経営者の
　皆様のお役に立つサービスを提供します。
　　→日本弁護士連合会 ひまわり中小企業センター
　　TEL：0570-001-240( おおい！ちゅーしょー！ )　
　　http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
中小企業診断士
　　中小企業診断士は、中小企業が経営課題に対応するためのコンサルティング、助言等を
　行っています。
　　→（社）中小企業診断協会　TEL：03-3563-0851　http://www.j-smeca.jp
司法書士
　　司法書士は、商業・法人登記手続のほか中小企業の顧問・アドバイザーとして企業法務等に
　関する情報提供・書面作成に関するアドバイスを行っています。
　　→日本司法書士会連合会　TEL：03-3359-4171（代）　
　　（総合案内：全国の司法書士会や司法書士総合相談センターをご案内します。）
　　※全国の司法書士会や総合相談センターの連絡先　http://www.shiho-shoshi.or.jp/support
行政書士
　　行政書士は、許認可の承継など事業承継に必要な行政手続をサポートします。
　　→日本行政書士会連合会　TEL：03-3476-0031（代） 
　　（総合案内：全国の行政書士会をご案内します。）
　　※全国の行政書士会の連絡先　http://www.gyosei.or.jp/information/unit/prefectural.html

商工会議所・商工会・中央会
　　商工会議所・商工会・中央会などの中小企業関係団体は、中小・小規模企業の経営に関する
　総合的な相談・指導、各種セミナーの実施、中小企業関連施策に関する情報提供等を行っています。
　　→日本商工会議所　TEL：03-3283-7844　http://www.jcci.or.jp
　　※全国の商工会議所の連絡先　http://www.cin.or.jp/cin-cgi/me_list99open.asp
　　→全国商工会連合会　TEL：03-6268-0088　http://www.shokokai.or.jp
　　※都道府県商工会連合会の連絡先については全国商工会連合会のHPで検索いただけます。
　　→全国中小企業団体中央会　TEL：03-3523-4901
　　（総合案内：各地の中小企業団体中央会をご案内します。）　http://www.chuokai.or.jp
　　※都道府県中小企業団体中央会の連絡先　http://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm
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中小企業庁　財務課
　〒100-8912　東京都千代田区霞ヶ関１－３－１　TEL：03-3501-5803
　中小企業庁ホームページ　http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html




